
番号 チェック 項　目 内　　容

A 施設の管理感染症防止対策について

1 □ 消毒用アルコールの設置
施設入口、カウンターに消毒用アルコールを設置し、消毒の徹底を呼び掛
けている。

2 □ 手すり等の消毒 人が日常触れる、手すり・ドアノブ等の消毒を徹底している。

3 □ 換気の実施 定期的に窓を開け、換気を実施している。

4 □ 廃棄物の処理
廃棄物（使用済みのティッシュペーパーやマスク等）は、直接触れないよう
にして適切に処理している。

5 □ 人が密集する場所の改善
社員食堂や休憩場等、座席数を減らす等で間隔を開けることを徹底してい
る。

B 職員について

1 □ 出勤前の検温等
各自、出勤前に体温を計測し、発熱等の症状がある場合には、出勤しない
ことを徹底している。
また、同居家族について健康状態を確認している。

2 □ マスクの着用 勤務中のマスク着用を徹底している。

3 □ うがい、手洗い等 うがい、手洗い、咳エチケット等を徹底している。

4 □ 感染防止 顔（目・鼻・口）に直接触れないように徹底している。

5 □ 近距離での会話や発声 人と人との間に距離を開けるように徹底している。

6 □ 会議等への出席の制限 不要不急の会議等への出席を制限している。

7 □ 外出自粛 休日も不要不急の外出の自粛を要請している。

8 □ その他 十分な栄養摂取と睡眠の確保について、意識するよう求めている。

C 来所者、委託業者等について

1 □ マスクの着用 施設内でのマスク着用を徹底している。

2 □ 面会等の制限 緊急、やむを得ない場合を除き、面会を制限している。

3 □ 委託業者への対応
物品の受渡しは玄関などの限られた場所とし、やむを得ず施設内に立ち入
る場合は、検温し発熱が認められる場合は立ち入りを禁止している。

D 体制整備について

1 □ 保健所等の連絡先
感染が疑われる者が発生した場合の連絡先を把握している。（保健所等、
帰国者・接触者相談センター、市町村、県等）また、連絡先を職員が分かる
場所に掲示している。

2 □ 対応マニュアル等
感染症発生時の対応マニュアル・報告書（国・県で公表しているマニュアル
も含む。）等を、備え置きしている。また、職員に対し周知している。

3 □ 発生時の対応協議
今回の新型コロナ対策として、配置医師、看護師、協力医療機関と感染症
発生時の対応を協議している。

4 □ 感染対策委員会 感染対策委員会（事故防止検討委員会）を設置している。
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